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和光市内循環バスの東武バスウエスト株式会社による運行について 

 

 和光市内循環バスの運行につきましては、運行事業者である東武バスウエスト株式会

社より、令和 7 年４月での撤退意向を受けたことから、来年度以降の運行継続につい

て、これまで協議を行ってまいりました。 

協議の結果、令和６年７月２５日に東武バスウエスト株式会社より、下記のとおり、

令和７年 4 月からの運行については、運行路線やダイヤ等を変更することなく、これ

までの通りの運行を継続する旨の通知がありましたので報告いたします。 

 この度の運行継続については、東武バスウエスト株式会社の採用活動の見直しに伴い、

乗務員の確保に改善の兆しが見えたことが要因の一つではありますが、依然として運行

体制の維持は厳しい状況であることも伺っております。 

 乗務員不足への支援の在り方につきましても、引き続き、協議を行ってまいります。 

  

記 

 

東武バスウエスト株式会社からの報告内容（要旨） 

 令和 6 年 5 月に提出した書面において、「令和 7 年 4 月からの運行に関しては、運

行ダイヤの見直し等も含め、継続して運行する方向で調整する。」旨を記載したが、

社内協議の結果、令和 7 年４月からの運行については、現在運行しているダイヤで

の運行を継続する。 

 乗務員の確保について改善の兆しはあるが、依然として厳しい状況である。その為、

今後も運行上の課題が生じた場合は、協議等を行いながら進めていきたい。 

 

以上 

 

報告１ 


